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◎
問
い
合
わ
せ
　
企
画
振
興
課
（
電
話
：
６
２
－
２
１
１
２
）

町
内
に
住
所
を
有
す
る
70
歳
未
満
の
方
で
、
以
下
に
該
当
す
る
方

本
人
確
認
書
類

運
転
免
許
証
自
主
返
納
者

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
旅
券
、
健
康
保
険
証

等
と
運
転
免
許
取
消
通
知
書
ま
た
は
運
転
経
歴

証
明
書

重 度 心 身 障 が い 者

身
障
手
帳
所
持
者
で
障
が
い
程
度
等
級
が
１
級
の
方
、
２
級
の
方
ま
た

は
、
内
部
障
が
い
３
級
の
方
（
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ
う
こ

う
・
直
腸
・
小
腸
・
肝
臓
機
能
障
が
い
に
限
る
。
）

身
体
障
害
者
手
帳

福
島
県
療
育
手
帳
所
持
者
で
障
が
い
程
度
が
Ａ
の
方
ま
た
は
Ｂ
の
方

（
身
障
手
帳
所
持
者
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者
に
限

る
。
）

障
が
い
の
程
度
が
Ａ
の
方
・
・
・
療
育
手
帳

障
が
い
の
程
度
が
Ｂ
の
方
・
・
・
療
育
手
帳
と

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者
で
障
が
い
等
級
が
１
級
の
方
ま
た

は
、
２
級
の
方
も
し
く
は
３
級
の
方
（
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育

手
帳
所
持
者
に
限
る
。
）

障
が
い
等
級
が
１
級
・
・
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

障
が
い
等
級
が
２
級
の
方
ま
た
は
３
級
の

方
・
・
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
と
身
体

障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳

妊
産
婦
（
母
子
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
、
出
産
予
定
日
の
１
年
後

ま
で
の
方
に
限
る
。
）

母
子
手
帳

要
介
護
２
以
上
の
要
介
護
認
定
を
受
け
た
方

介
護
保
険
被
保
険
者
証

新
地
町
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
「
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
」
登
録
者
（
令
和
５
年
度
及

び
令
和
６
年
度
中
に
新
地
町
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
「
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
」
を
利

用
し
た
方
に
限
る
。
）
※
令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で
の
期
間
の
み
有
効

運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
旅

券
、
健
康
保
険
証
　
な
ど

●
利
用
で
き
る
方
（
対
象
者
）
と
申
請
の
際
に
必
要
な
本
人
確
認
書
類

交
付
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

≪
町
内
と
公
立
相
馬
総
合
病
院
間
の
移
動
≫

町
内
と
公
立
相
馬
総
合
病
院
の
間
で
移
動
で
き
ま
す

公
立
相
馬

総
合
病
院

移
動
範
囲

利
用
料
金
（
定
額
）

利
用
時
間

運
行
日

町
内
と
公
立
相
馬

総
合
病
院
間
の
移
動
８
０
０
円

７
時
～
17
時
平
日
（
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
・
年
末

年
始
は
運
休
）

電
話
受
付
時
間
：
７
時
～
16
時
30
分

町
内
の
自
宅
な
ど
か
ら
公

立
相
馬
総
合
病
院
の
移
動

に
ご
利
用
で
き
ま
す

自
宅
な
ど

例町
内
に
住
所
を
有
す
る
70
歳
以
上
の
方

本
人
確
認
書
類

運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
旅

券
、
健
康
保
険
証
　
な
ど
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※
現
在
運
行
し
て
い
る
新
地
町
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
は
令
和
６
年
６
月
28
日
㈮
終
了
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
方
法
】
事
前
に
 利
用
者
登
録
 が必

要
で
す

「
新
地
町
タ
ク
シ
ー
助
成
事
業
利
用
者
登
録
申
請
書
」
、
「
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
書
」
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
本
人
確
認
書
類
（
ま
た
は
そ
の
写
し
）
を
持
参
し
て
、
役
場
企
画
振
興
課
（
２
階
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
と
同
意
書
は
、
企
画
振
興
課
窓
口
で
配
布
の
ほ
か
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
様
式
を
掲
載
し
ま
す
。
ま
た
、
希
望

に
よ
り
ご
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

お
手
元
に
登
録
証
が
届
き
ま
す
　
　
　
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認
し
、
不
備
が
な
け
れ
ば
、
「
登
録
証
」
を
ご
自
宅
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
郵
送
し
ま
す
。
７月

１日
（運

行開
始予

定）
から

利用
した

い場
合は

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
月
14
日
㈮
　
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
以
降
は
随
時
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
請
を
受
け
付
け
、
登
録
証
を
発
行
い
た
し
ま
す
。

タ
ク
シ
ー
助
成
登
録
証
の

●
「
し
ん
ち
ゃ
ん
タ
ク
シ
ー
」
は
主
に
７
０
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。
対
象
者
の
詳
細
は
右
に
記

載
の
と
お
り
で
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
の
移
動
範
囲
・
利
用
料
金
・
利
用
時
間
・
運
行
日

≪
町
内
の
移
動
≫
町
内
ど
こ
で
も
移
動
で
き
ま
す

移
動
範
囲

利
用
料
金
（
定
額
）

利
用
時
間

運
行
日

町
内
の
移
動
５
０
０
円

７
時
～
19
時
平
日
お
よ
び
土
曜
日
（
日
曜
日
・
祝
日
・
年
末

年
始
は
運
休
）

電
話
受
付
時
間
：
７
時
～
18
時
30
分

自
宅
な
ど

病
院

お
店

町
内
の
自
宅
な
ど
か
ら
町

内
の
お
店
、
病
院
、
公
共

施
設
な
ど
、
町
内
ど
こ
で

も
移
動
で
き
ま
す

例令
和
６
年
７
月
１
日
運
行
開
始
予
定

「
し
ん
ち
ゃ
ん
タ
ク
シ
ー
」

サ
ー
ビ
ス
の
概
要

　
高
齢
者
等
の
買
物
や
通
院
等
の
社
会
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
に
タ
ク
シ
ー
助
成
サ
ー
ビ
ス
を
行
い
ま
す
。

　
新
た
に
開
始
す
る
タ
ク
シ
ー
助
成
事
業
は
、
タ
ク
シ
ー
を
利
用
の
際
に
町
が
発
行
す
る
登
録
証
を
運
転
手
に
提
示

し
、
定
額
料
金
で
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。
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【
新
地
町
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
利
用
券
の
払
戻
に
つ
い
て
】

し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
の
終
了
に
伴
い
、
お
手
持
ち
の
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
の
利
用
券
が
令
和
6年
６
月
28
日
㈮
で
使
用
で
き

な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
新
地
町
商
工
会
で
現
金
へ
の
払
戻
を
行
い
ま
す
。
お
手
持
ち
の
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
O利
用

券
を
持
参
の
上
、
商
工
会
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

Ｑ
＆
Ａ

【
申
請
方
法
に
つ
い
て
】

・
郵
送
で
の
申
請
は
で
き
ま
す
か
？

⇒
で
き
ま
す
。
郵
送
で
の
申
請
の
場
合
は
、
申
請
書
と
同
意
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人
確
認
書
類
の
写
し
（
氏

名
等
が
分
か
る
ペ
ー
ジ
）
を
添
え
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

・
本
人
に
代
わ
り
家
族
な
ど
が
申
請
で
き
ま
す
か
？

⇒
で
き
ま
す
。
代
理
で
の
申
請
の
場
合
は
、
申
請
書
と
同
意
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
登
録
す
る
方
の
本
人
確
認
書

類
（
ま
た
は
そ
の
写
し
）
を
持
参
し
て
、
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
登
録
証
は
申
請
し
た
ら
い
つ
頃
届
き
ま
す
か
。

⇒
６
月
14
日
ま
で
に
申
請
い
た
だ
け
れ
ば
、
申
請
書
の
記
載
内
容
を
確
認
し
て
不
備
が
な
け
れ
ば
、
事
業
開
始
の
７
月

１
日
（
予
定
）
ま
で
に
届
く
よ
う
送
付
し
ま
す
。

【
利
用
方
法
に
つ
い
て
】

・
家
族
や
知
人
な
ど
の
複
数
人
で
乗
っ
た
場
合
、
登
録
証
を
持
っ
て
い
る
人
が
そ
の
う
ち
一
人
だ
け
で
も
、
同
乗
者
も

利
用
で
き
ま
す
か
？

⇒
登
録
証
を
持
っ
て
い
る
方
が
代
表
者
で
あ
れ
ば
、
同
乗
者
は
登
録
証
が
無
く
て
も
一
緒
に
助
成
を
利
用
で
き
ま
す
。

・
家
族
や
知
人
の
複
数
人
で
乗
っ
た
場
合
、
料
金
は
ど
の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
？

⇒
そ
れ
ぞ
れ
一
人
一
人
が
５
０
０
円
や
８
０
０
円
を
支
払
う
の
で
は
な
く
、
一
般
の
タ
ク
シ
ー
の
よ
う
に
代
表
者
お
一

人
が
５
０
０
円
や
８
０
０
円
を
支
払
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
全
員
が
出
発
地
と
目
的
地
が
同
じ
場
合
に
限
り

ま
す
。

・
途
中
で
降
り
て
買
い
物
や
病
院
に
行
っ
て
い
る
間
な
ど
タ
ク
シ
ー
に
待
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

⇒
で
き
ま
せ
ん
。
一
度
料
金
を
お
支
払
い
い
た
だ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。

受
付
場
所

期
間

受
付
時
間

住
所

新
地
町
商
工
会

１
階
事
務
室

６
月
３
日
㈪
～
６
月
28
日
㈮
の
平
日

10
時
～
12
時

13
時
～
16
時
新
地
町
駅
前
一
丁
目
５
番
地
Ａ
棟
－
２

新
地
町
商
工
会

２
階
事
務
室

７
月
１
日
㈪
～
７
月
31
日
㈬
の
平
日

◎
問
い
合
わ
せ
　
新
地
町
商
工
会
（
電
話
：
６
２
－
２
４
４
２
）

【
運
転
免
許
自
主
返
納
支
援
事
業
に
つ
い
て
】

運
転
免
許
自
主
返
納
支
援
事
業
と
し
て
、
免
許
自
主
返
納
者
へ
タ
ク
シ
ー
助
成
券
の
配
布
を
実
施
し
ま
す
。
詳
し
く
は

町
民
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
　
運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援
事
業
に
つ
い
て
　
町
民
課
（
電
話
：
６
２
－
２
１
１
６
）

※
８
月
１
日
㈭
以
降
の
払
戻
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
運
転
免
許
自
主
返
納
支
援
事
業
で
交
付
し
た
し
ん
ち
ゃ
ん
Ｇ
Ｏ
の
利
用
券
も
払
戻
の
対
象
で
す
。
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話
で
自
宅
や
外
出
先
か
ら
タ
ク
シ
ー
を
呼
ぶ

☎
０
２
４
４
－
３
６
－
７
０
７
０

１

タ
ク
シ
ー
に
乗
車
し
、
登
録
証
を
提
示
す
る

２

降
り
る
と
き
に
定
額
料
金
を
支
払
う

３

登
録
証

【
ご
利
用
の
流
れ
】

※
車
い
す
の
方
も
利
用
で
き
ま
す
。
利
用
に
は
、
別
途
介
助
料
が
か
か
り
ま
す
。
利
用
す
る
際
は
、
前
日
ま
で
に
タ
ク

シ
ー
会
社
（
０
２
４
４
－
３
６
－
７
０
７
０
）
へ
電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
，
お
名
前

２
，
登
録
証
番
号

３
，
出
発
地
（
乗
る
場
所
）

４
，
目
的
地
（
降
り
る
場
所
）
を
伝
え
る

●
利
用
で
き
る
タ
ク
シ
ー
会
社

相
馬
新
地
地
区
無
線
共
同
配
車
組
合
（
観
光
ハ
イ
ヤ
ー
(有
)・
（
株
）
馬
陵
タ
ク
シ
ー
の
共
同
組
合
）

電
話
番
号
：
０
２
４
４
－
３
６
－
７
０
７
０


